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平成２５年労第２８１号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付（移送費）

を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日にＡに本社を置く会社Ｂ（以下「会社」という。）

に入社し、Ｃ県Ｄ市所在の同社のＤ事業所に配属され、真空事業室の研究員とし

て、電離真空計及び関連機器の開発設計業務等に従事していた。平成○年○月○

日には主任研究員となり、その頃から「Ｅ」という真空計後継機の研究・開発を

行っていた。 

請求人は、平成○年○月からは、真空計後継機の研究・開発を中断し、会社社

長Ｆ（以下「Ｆ社長」という。）が中心となって開発した既存真空計の顧客クレ

ーム対策を優先させることになった。同年○月頃からは、Ｆ社長と請求人との間

で技術的な意見交換が行われていたが、請求人は、同年○月○日に送信された同

社長からのメールに対して、同日、意見をメールにて返信した。このメールはカ

ーボンコピーで会社部長（真空事業室長）Ｇ（以下「Ｇ部長」という。）にも送

信されており、その内容に問題を感じた同部長は、穏便に業務を進めるため、請

求人と話をしたい旨のメールを翌日の○日請求人に送信したが、同月○日請求人

は、同部長あてにＦ社長を批判する内容のメールを返信した。 

請求人は、同年平成○年○月○日にもＧ部長あてにＦ社長を非難するメールを

送信し、その結果、同月○日に請求人は同部長から同社長あての始末書を提出す

るよう命令された。請求人によると、請求人は同月○日及び同年○月○日の２回
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にわたり始末書を書いたが、同年Ｙ月Ｙ日（以下「Ｙ月Ｙ日」という。）のＦ社

長との面談において、同社長から退職を勧告されるに至ったとしている。 

請求人は、体調不良により以前から不眠の症状により通院していたＨ医院に同

年○月○日に受診し、同病院の紹介で、同月○日にクリニックＩに受診し「遷延

性抑うつ反応」と診断された。 

請求人は、精神障害を発病したのは、業務上の事由によるものであるとして、

監督署長に対し、療養補償給付（移送費）の請求をしたところ、監督署長は、請

求人に発病した精神障害は業務上の事由によるものとは認められないとして、こ

れを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却

したので、請求人は、さらに、この決定を不服として、本件再審査請求に及んだ

ものである。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、精神障害の発病は業務によるものであるとし、とりわけＹ月Ｙ日

にＦ社長から「（平成○年）○月末までに退職届を持って来なければ、懲戒解

雇する。」と言われたことが大きなショックであり、この出来事の心理的負荷

の強度を正当に評価することにより、その他の出来事とあいまって、業務上と

なる旨主張している。 
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（２）請求人の発病時期等については、主治医のＪ医師及び労働局地方労災医員協

議会精神障害等専門部会（以下「専門部会」という。）ともに、平成○年○月

初旬頃にＩＣＤ－１０の診断ガイドラインの「Ｆ４３．２１ 遷延性抑うつ反

応」（以下「本件疾病」という。）を発病したとしており、当審査会も、請求

人の症状の推移等に鑑み当該医学的所見は妥当であると判断する。 

ところで、精神障害の業務起因性の判断に関しては、厚生労働省労働基準局

長が「心理的負荷による精神障害の認定基準について（平成２３年１２月２６

日付け基発１２２６第１号）」（以下「認定基準」という。その要旨について

は、決定書別紙の記載を引用する。）を策定しており、当審査会としてもその

取扱いを妥当なものと考えることから、以下、認定基準に基づき検討する。 

（３）本件疾病の発病前おおむね６か月間（平成○年○月○日～同年○月○日）に

おいて、心理的負荷の強度の評価の対象となる業務による具体的な出来事は、

請求人の申立書や申述に鑑み、決定書理由第２の２の（２）のイの（イ）に説

示するとおり、①「顧客や取引先からクレームを受けた」、②「新規事業の担

当になった、会社の建て直しの担当になった」、③「上司とのトラブルがあっ

た」、④「退職を強要された」であると思料する。 

これらの出来事のうち、①はＦ社長が主導した既存真空計に対する顧客から

のクレーム対策であり、②はそれまで請求人が行っていた真空計Ｅの研究を中

断して、主に顧客からのクレーム対応を担当することになったものであって、

Ｋ医師が平成○年○月○日付け意見書で述べるように、①の後に関連した出来

事として②が生じたと判断できることから、①と②は密接な関係にあり、一つ

の出来事として心理的負荷の強度を評価することが妥当であり、心理的負荷の

強度の評価の対象となる出来事はグループ分けすると、①・②、③及び④の三

つであり、このことからすると、当審査会としては、専門部会が上記各出来事

はそれぞれ関連しているとして、心理的負荷の評価の対象となる出来事を「退

職を強要された」の一本に絞ったことは必ずしも適切とは言えないと考える。 

（４）上記各出来事について、心理的負荷の強度をみると、以下のとおりである。 

ア ①・②について 

請求人自身の担当業務について直接顧客からクレームを受けたものではな

く、Ｆ社長主導の既存真空計に対する顧客からのクレーム対策の担当になっ

たものであって、認定基準の別表１の業務による心理的負荷評価表（以下「心
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理的負荷評価表」という。）の具体的出来事の「新規事業の担当になった、

会社の建て直しの担当になった」により評価することが妥当であり、その平

均的な心理的負荷の強度は「Ⅱ」であるが、請求人自身の責任を問われるこ

とはないことなどから、当該出来事の心理的負荷の強度を判断する具体例に

照らすと、「弱」の例である「軽微な新規事業等（新規事業であるが、責任

が大きいとはいえないもの）の担当になった」に該当すると判断する。 

イ ③の「上司とのトラブルがあった」について 

平成○年○月頃からＦ社長と請求人との間で技術的な意見交換が行われて

いたが、請求人によれば同月に同社長と大げんかをしたことがあり、相当な

プレッシャーがあったと述べている。請求人は、同年○月○日に送信された

同社長からのメール（請求人からの基本材料に関する提案に対し、「データ

を示してその材料は使用できない。」旨の内容のメール）に対して、同日、

メール（その内容には、「社長としての役員報酬もまだもらっているのです

から、時間があるなら、もう少し、社長らしく、現場が仕事し易いように協

力してもらえませんか」というような内容が含まれている。）で返信した。

このメールはカーボンコピーでＧ部長にも送信されており、その内容に問題

を感じた同部長は、穏便に業務を進めるため、翌日の○日請求人と話をした

い旨のメールを請求人に送信したところ、翌○日請求人は同部長あてにＦ社

長を批判する内容（うそつき、詐欺師、ペテン師にしか見えない）のメール

を返信した。請求人は、同年○月○日にもＧ部長あてにＦ社長を非難するメ

ールを送信し、その結果、同月○日に請求人は同部長から同社長あてに始末

書を提出するよう指示された。請求人は、就業規則の第４９条（９）に「始

末書３回および始末書の提出をこばんだ者」との規定があり、これに該当す

ると減給または出勤停止の懲戒処分の理由になると判断して、同月○日及び

同年○月○日の２回にわたり仕方なく始末書を書いて提出したとするもので

ある。 

心理的負荷評価表の具体的出来事の「上司とのトラブルがあった」の平均

的な心理的負荷の強度は「Ⅱ」であるが、以上のような、請求人とＦ社長及

びＧ部長とのやり取りをみると、心理的負荷評価表の具体的出来事の「上司

とのトラブルがあった」に該当するとみることができるが、当該トラブルの

内容は、業務上の意見の相違からの対立であり、かつ、始末書の提出に至っ



- 5 - 

たのは、請求人が就業規則第５０条（１１）の懲戒解雇の理由に該当するよ

うなメールをＧ部長に送信したことに端を発していることから、その強度は、

「弱」の例である「業務をめぐる方針等において、上司との考え方の相違が

生じた」に該当するものと判断する。 

ウ ④の「退職を強要された」について 

「１１０８２２－退職勧告（退職強要）－テープ起こし.ｔｘｔ」と題する

書面でのＦ社長と請求人のやりとりからすると、同社長は、請求人に対して

「うちには君の居場所は無いよ。うちでは受け入れられない。自分でいさぎ

よく辞表を書いて辞めるか。俺は懲戒解雇にはしたくない。・・・今すぐ辞

めろとは言わないよ。猶予は今期（「平成○年○月末」を指す。）一杯」な

どと述べていることからみると、平成○年○月限りで退職するよう迫ったこ

とは明らかであると言える。そして、請求人が退職の意思がないことを表明

しているにもかかわらず、Ｆ社長は請求人に退職するよう求めたものと考え

られることから、心理的評価表の具体的出来事の「退職を強要された」に該

当するものであり、その平均的な心理的負荷の強度は「Ⅲ」である。 

そこで、この出来事について検討すると、以下のとおりである。 

平成○年○月○日の請求人との話合いの席で、Ｆ社長は、「Ｌの子孫には

みえねぇな」といった言葉を発していることが認められ、また、請求人の部

下のＭは、平成○年○月○日付け聴取書において、「それまで、（請求人と

Ｆ社長は）意見の衝突は何度となくあったが、意見の衝突を一歩引いてみる

と、請求人の意見のほうが正しいと思っていた。」旨述べており、請求人と

Ｆ社長との間におけるやり取りにおいては、Ｆ社長の方にも不適切な表現や

対応などの問題があったものと推認できるところである。 

ところが、請求人は、Ｆ社長と職務に関する技術的な対立が生じた際に、

Ｇ部長に対して、要旨「うそつき、詐欺師、ペテン師にしか見えない」等の

メールを送信したとしており、仮に当該技術的な問題において請求人の言い

分に理があるとしても、会社組織において許される行為であるとは言い難く、

就業規則第５０条（１１）に定める懲戒事由（上司の命令に侮辱、または反

抗し、若しくは上長および他人に対して暴行脅迫を加え会社の業務を妨げた

者）に該当すると判断されたことはやむを得ないものと考えられる。この点、

請求人自身も、平成○年○月○日のＦ社長との話し合いの場において、懲戒
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解雇事由に相当するという点については認識している旨述べているところで

あり、自らの非を認めているものと判断できる。 

以上の経緯から見ると、Ｆ社長が請求人の退職に言及する発言をしたこと

は、請求人の不適切な言動に起因するものであると考えることが相当であり、

また、請求人自身、この点について認識を持っていたものと推認されること

から、請求人の心理的負荷の強度は「中」程度と判断することが妥当である。 

エ 以上のとおり、業務による出来事は複数あるが、それらは「弱」、「弱」、

「中」であり、業務による心理的負荷の程度の全体評価は「中」であると判

断する。 

（５）以上のことから、当審査会としても、請求人の業務による心理的負荷の強度

は「強」には至らず、請求人に発病した精神障害は業務上の事由によるものと

は認められないと判断する。 

３ したがって、監督署長が請求人に対してした療養補償給付（移送費）を支給し

ない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


